
○
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
条
の
二
中
「
該
当
す
る
施
設
」
の
下
に
「
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
五
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
仕
事
・
子

育
て
両
立
支
援
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
ホ
中
「
の
数
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


